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１．定住人口 

（１）人口減少・少子高齢化 

① 第２期宇治市人口ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２期 宇治市人口ビジョン 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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② 年齢区分別人口 

社人研推計準拠の年齢区分別人口 

  
 

第２期宇治市人口ビジョンの年齢区分別人口 

 
宇治市第２期人口ビジョンより作成 

2015 年   2040 年 
 
１人    １人 
２．２人  １．２人 
 
※生産年齢人口が支える

高齢者の数 

2015 年   2040 年 
 
１人    １人 

２．２人  １．５人 
 
※生産年齢人口が支える

高齢者の数 
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③ 人口の推計プロセス 

字別・男女別・年齢階級別人口の推計は、第２期宇治市人口ビジョンの将来人口予測方法

（コーホート要因法）と同様とし、2015 年国勢調査における字別・男女別・５歳階級別人

口をもとに推計した。 

 

１．合計特殊出生率 

 国の長期ビジョンにおいては、２０６０年（令和４２年）に１億人程度の人口を維持 

するために必要な合計特殊出生率は、２０２０年（令和２年）に１．６０、２０３０年 

（令和１２年）に１．８０、２０４０年（令和２２年）以降は人口が長期的に増減しな 

い水準である２．０７と仮定している。 

本市においても、２０４０年（令和２２年）以降、人口水準を維持するため、国の長 

期ビジョンにおいて示された合計特殊出生率を直線的に補完した値を目標とする。 

 

資料：第２期宇治市人口ビジョン 

２．社会増減 

 国は２０１０年から２０１５年の純移動率が２０４０年以降も続くと仮定して人口推

計を行っている。それによると２０６０年の本市人口は、１１万 ６，１４３人となり４０

年間で約７万人もの人口が減少することになる。 

そこで、本市においては社会増減の減少幅が改善してきている現状を踏まえ引き続き地

方創生に寄与する施策を推進していくことで、２０２０年以降、社会増減を０人とすること

を目標とする。 
 

３．5-9 歳以上の５歳階級人口の推計 

５歳以上の年齢における男女別・５歳階級別の将来人口は、その５年前における１階級

下（５歳下）の人口に「生残率」及び「純移動率」を乗ずることにより推計する。 

①生残率 ：社会保障人口問題研究所において仮定した都道府県別仮定値を使用 

②純移動率：第 2 期人口ビジョンにおいて、2020 年に社会減が解消し、それ以降は社

会増減が０人と仮定 
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４．0-4 歳人口の推計 

0-4 歳人口は、同時点の女性 15-49 歳の人口に「子ども女性比率」を乗じて推計し、こ

の値に「0-4 歳性比」を乗じて、男女別に配分した男女別人口を推計する。 

①子ども女性比率：社会保障人口問題研究所による推計値をもとに換算率（合計特殊 

出生率／子ども女性比率）を設定し、年次別に設定した合計特殊 

出生率に応じて、「子ども女性比率」を仮定 

②0-4 歳性比  ：社会保障人口問題研究所による仮定値を使用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【ｔ年】 字別・男女別・５歳階級別人口 

 

           （2015 年国勢調査を基本） 

 【ｔ＋5年】          

            5-9 歳～90 歳以上の５歳階級ごと 

            の字別・男女別・５歳階級別人口 

生残率 

子ども女性比率 

0-4 歳性比 

純移動率 

0-4 歳 字別・男女別人口 

合計特殊出生率 

15-49 歳 女性人口 
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社人研準拠 
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社人研準拠 
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人口ビジョン 
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人口ビジョン 

2020 年以降社会増減を 0 人 

2020 年以降社会増減を 0 人 



 9 

 
・市街地人口密度が、DID 40 人/ｈａを割る小字が 89 地区 

・市街地人口密度が、DID 40 人/ｈａを割る小字が 89 地区から 113 地区に増加 

※ 40 人/ｈａ以上：人口集中地区（DID）の基本単位区の人口密度 ※ 40 人/ｈａ以上：人口集中地区（DID）の基本単位区の人口密度 
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・市街地人口密度が、DID 40 人/ｈａを割る小字は、89 地区から 95 に地区に増加 ・市街地人口密度が、DID 40 人/ｈａを割る小字が 89 地区

※ 40 人/ｈａ以上：人口集中地区（DID）の基本単位区の人口密度 ※ 40 人/ｈａ以上：人口集中地区（DID）の基本単位区の人口密度
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（２）人口流出 

① 人口増減 

 本市の人口増減の推移をみると、自然増減（出生－死亡）は減少し続けている一方、

社会増減は、２０１６年（平成２８年）から２０１８年（平成３０年）までは転出超過

の幅が縮小傾向にあったが２０１９年（令和元年）は再び転出超過が拡大しているが、

基本的に転出超過の傾向にある。 
（人） 

 

資料：第２期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

資料：第２期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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② 地区別転入転出状況 

 平成２７年から令和元年における、転入転出のデータを地域別に見ると、木幡や伊勢田

など多くの地域で転出超過となっている。地域偏差は社宅（集合住宅）の閉鎖や、地区の

人口規模によるものが大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：第２期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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③ 年齢５歳階級別の転入元・転出先の内訳 

 ２０代の転出先を見ると、関東、大阪府、京都市が多くなっており、大都市圏へ流出し

ている。３０代は京都市からの転入が多くなっている。２０代の転出超過が顕著であり、

郊外都市の特徴がある。

 

資料：第２期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口動向における課題 

■ 就職期の２０歳代が関東、大阪府、京都市など、大都市圏へ流出している 

■ 人口減少・少子高齢化社会により地域経済の縮小等が懸念される 

■ 働き手の減少に伴い税収減が懸念される一方高齢者の増加に伴い高齢者福祉に

関わる費用の増加が予想される 
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２．交流人口 

（１）観光客 

① 観光客数の推移 

 平成 23 年の東日本大震災等の影響の他、宇治市の主要観光地や宇治川の改修工事、台

風災害の影響のため一時的な減少が見られたが、主要観光地の改修工事の完了や外国人観

光客の増加により、平成 27 年には過去最高の 559.8 万人、平成 28 年には 558.7 万人と

なっている。 

 

資料：宇治市観光振興計画後期アクションプラン 

② 地域別・交通手段別 

 地域別では、近畿圏内からの割合が増加し、交通手段ではマイカーの割合が増加し、 

ＪＲや京阪電車の鉄道利用者の割合が減少している。 

 

資料：宇治市観光振興計画後期アクションプラン 
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資料：宇治市観光振興計画後期アクションプラン 

③ 訪問・利用した施設 

 「平等院」には 76.5％の観光客が訪れており、宇治地域に一極集中。 

 

資料：宇治市観光振興計画後期アクションプラン 

 

 

 

 

 

 

 

交流人口の特性と課題 

■ 宇治茶、自然環境、歴史、豊かな自然景観など魅力的な観光資源があり、京都・

大阪・奈良からの近接性等の強みがある 

■ 情報発信力の不足、観光地としての演出不足といった課題がある 
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３．働く場 

（１）就業者の推移 

① 年齢４区分別人口 

人口の構成比については、生活活動の中心となる１５歳から６４歳までの生産人口が減

少傾向にある一方、高齢化が進んでいる。６５歳以上の高齢者の比率は、上昇傾向の一途を

たどり、２０１５年（平成２７年）には２６．８％まで高まっている。（図表１） 

 
（図表１）年齢４区分別人口 

資料：総務省「国勢調査報告」 
 

26.8% 
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② 地理的条件 

 本市周辺の道路状況を見ると、京滋バイパス、第二阪京阪道路、京奈和自動車等が整備さ

れている他、令和 5年には新名神高速道路の開通が予定されています。このように、道路網

は充実した環境にあり、物流の面では恵まれた環境にあります（図表２）。 

また、 鉄道については、JR 西日本、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道等の路線があり、JR 西

日本の奈良線は令和 5年までに京都駅から宇治市域が 完全複線化される予定であり、雇用

面でも有利な環境にある。 

 

 

（図表２）宇治市の周辺地図 

資料：宇治市産業戦略  
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③ 通勤人口流動 

通勤人口の現状をみると、市内に常住する就業者のうち、市内で従業する人口は 40.2％

となっており、過半数の就業者が市外へと働きに出ている状況にある。また、流出人口

43,499 人は流入人口 23,292 人より 20,207 人多い。 

京都市や城陽市など周辺地域へ働く場を提供する産業拠点の機能を持ちつつ、市内就業

者の 28.6％が京都市に就業していることから、京都市に就業者を送る巨大なベッドタウン

の要素も大きい。ただ、交通ネットワークの利便性により広範囲への人の流出入があり、人

材交流の盛んな地域といえる。（図表３） 

 

（図表３）人口流動の状況（2015） 

資料：総務省「国勢調査（2015）」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） （％） （人） （％）
81,764 100.0 62,183 100.0
32,890 40.2 32,890 52.9
43,499 53.2 23,292 37.5
34,576 42.3 18,611 29.9

第1位　 京都市 23,404 28.6 第1位　 京都市 9,666 15.5
第2位 　久御山町 3,807 4.7 第2位　 城陽市 3,970 6.4
第3位　 城陽市 2,686 3.3 第3位　 京田辺市 1,076 1.7
第4位 　京田辺市 1,158 1.4 第4位 　久御山町 691 1.1
第5位　 八幡市 1,042 1.3 第5位　 宇治田原町 622 1.0
第6位　 宇治田原町 678 0.8 第6位　 八幡市 614 1.0
第7位   長岡京市 459 0.6 第7位   木津川市 576 0.9
第8位　 木津川市 355 0.4 第8位　 精華町 335 0.5
第9位　 精華町 274 0.3 第9位　 長岡京市 331 0.5
第10位　向日市 247 0.3 第10位　向日市 235 0.4
その他 466 0.6 その他 495 0.8

府外 8,297 10.1 府外 4,681 7.5
第1位　 大阪府大阪市 3,167 3.9 第1位 　滋賀県大津市 864 1.4
第2位　 大阪府枚方市 685 0.8 第2位 　大阪府枚方市 859 1.4
第3位　 滋賀県大津市 669 0.8 第3位　 奈良県奈良市 468 0.8
第4位　 滋賀県草津市 401 0.5 第4位　 大阪府高槻市 233 0.4
第5位 　奈良県奈良市 365 0.4 第5位　 大阪府大阪市 203 0.3
第5位 　大阪府高槻市 242 0.3 第6位　 滋賀県草津市 185 0.3
第7位   大阪府寝屋川市 177 0.2 第7位　 大阪府寝屋川市 163 0.3
第8位　 大阪府吹田市 172 0.2 第8位　 大阪府茨木市 98 0.2
第9位　 大阪府門真市 170 0.2 第9位　 大阪府交野市 75 0.1
第10位　大阪府茨木市 156 0.2 第10位　滋賀県守山市 69 0.1
その他 2,093 2.6 その他 1,464 2.4

注：常住地・就業地が不詳のものを含むため合計値は一致しない。

流出人口 流入人口
宇治市に常住する就業者（※） 宇治市で就業する者（※）

宇治市で従業 宇治市に常住
他市区町村で従業 他市区町村に常住

府内 府内
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④ 宇治市内の事業者数と従業員者数の推移 

本市の事業所数、従業者数は 2014 年に一時的に増加したものの、全体としては医療・福

祉の分野を除き減少傾向にある。 

事業所数では 2016（平成 28）年と 2009（平成 21）年との比較では、大きく減少している

業種（卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、建設業、製造業など）が多数みられ、全体

で 841（13.4％減）事業所が減少している。 

特に事業所数及び従業員数の多い製造業や商業関係（卸売業、小売業、宿泊業、飲食サー

ビス業）で大きく減少している。（図表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表４）産業別事業所数（上）・従業者数（下）の推移 

  資料：総務省・経済産業省 事業所・企業統計、経済センサス 

 

事業所数

事業所数
構成比
（％）

事業所数
構成比
（％）

事業所数
構成比
（％）

事業所数
構成比
（％）

実数
増減率
（％）

全産業(S公務を除く) 6,254 100.0 5,688 100.0 5,750 100.0 5,413 100.0 -841 ▲ 13.4
 農林漁業 8 0.1 7 0.1 6 0.1 5 0.1 -3 ▲ 37.5
 非農林漁業(S公務を除く) 6,246 99.9 5,681 99.9 5,744 99.9 5,408 99.9 -838 ▲ 13.4
   鉱業，採石業，砂利採取業 2 0.0 2 0.0 1 0.0 2 - - -
   建設業 621 9.9 538 9.5 534 9.3 490 9.1 -131 ▲ 21.1
　 製造業 743 11.9 646 11.4 672 11.7 631 11.7 -112 ▲ 15.1
　 電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.0 2 0.0 4 0.1 5 0.1 2 66.7
　 情報通信業 53 0.8 38 0.7 38 0.7 32 0.6 -21 ▲ 39.6
　 運輸業，郵便業 83 1.3 69 1.2 74 1.3 79 1.5 -4 ▲ 4.8
　 卸売業，小売業 1,453 23.2 1,312 23.1 1,283 22.3 1,205 22.3 -248 ▲ 17.1
　 金融業，保険業 79 1.3 72 1.3 77 1.3 73 1.3 -6 ▲ 7.6
　 不動産業，物品賃貸業 436 7.0 389 6.8 389 6.8 352 6.5 -84 ▲ 19.3
　 学術研究，専門・技術サービス業 213 3.4 199 3.5 189 3.3 191 3.5 -22 ▲ 10.3
　 宿泊業，飲食サービス業 812 13.0 714 12.6 715 12.4 660 12.2 -152 ▲ 18.7
　 生活関連サービス業，娯楽業 611 9.8 599 10.5 602 10.5 569 10.5 -42 ▲ 6.9
　 教育，学習支援業 312 5.0 291 5.1 291 5.1 269 5.0 -43 ▲ 13.8
　 医療，福祉 466 7.5 489 8.6 543 9.4 524 9.7 58 12.4
　 複合サービス事業 21 0.3 20 0.4 20 0.3 20 0.4 -1 ▲ 4.8
　 サービス業(他に分類されないもの) 338 5.4 301 5.3 312 5.4 306 5.7 -32 ▲ 9.5

従業者数

従業者数
構成比
（％）

従業者数
構成比
（％）

従業者数
構成比
（％）

従業者数
構成比
（％）

実数
増減率
（％）

全産業(S公務を除く) 58,604 100.0 56,323 100.0 60,382 100.0 54,794 100.0 -3,810 ▲ 6.5
 農林漁業 247 0.4 216 0.4 256 0.4 249 0.5 2 0.8
 非農林漁業(S公務を除く) 58,357 99.6 56,107 99.6 60,126 99.6 54,545 99.5 -3,812 ▲ 6.5
   鉱業，採石業，砂利採取業 5 0.0 27 0.0 12 0.0 10 - - -
   建設業 3,194 5.5 2,823 5.0 2,676 4.4 2,612 4.8 -582 ▲ 18.2
　 製造業 12,725 21.7 12,777 22.7 13,903 23.0 11,299 20.6 -1,426 ▲ 11.2
　 電気・ガス・熱供給・水道業 39 0.1 26 0.0 53 0.1 61 0.1 22 56.4
　 情報通信業 587 1.0 566 1.0 553 0.9 559 1.0 -28 ▲ 4.8
　 運輸業，郵便業 2,544 4.3 2,017 3.6 2,179 3.6 1,610 2.9 -934 ▲ 36.7
　 卸売業，小売業 11,925 20.3 11,424 20.3 11,578 19.2 10,899 19.9 -1,026 ▲ 8.6
　 金融業，保険業 910 1.6 851 1.5 906 1.5 904 1.6 -6 ▲ 0.7
　 不動産業，物品賃貸業 1,495 2.6 1,242 2.2 1,152 1.9 1,113 2.0 -382 ▲ 25.6
　 学術研究，専門・技術サービス業 1,965 3.4 1,628 2.9 770 1.3 1,540 2.8 -425 ▲ 21.6
　 宿泊業，飲食サービス業 5,327 9.1 5,103 9.1 4,843 8.0 4,940 9.0 -387 ▲ 7.3
　 生活関連サービス業，娯楽業 3,244 5.5 3,153 5.6 3,171 5.3 2,773 5.1 -471 ▲ 14.5
　 教育，学習支援業 2,376 4.1 2,422 4.3 3,334 5.5 2,667 4.9 291 12.2
　 医療，福祉 8,892 15.2 9,192 16.3 11,162 18.5 10,029 18.3 1,137 12.8
　 複合サービス事業 191 0.3 194 0.3 422 0.7 416 0.8 225 117.8
　 サービス業(他に分類されないもの) 2,938 5.0 2,662 4.7 3,412 5.7 3,113 5.7 175 6.0
注1：2012（平成24）年調査については農林漁業とサービス業の一部の事業所が調査対象外であるため参考値

2012（平成24）年 2014（平成26）年 2016（平成28）年 2009～2016増減

業種

2009（平成21）年 2012（平成24）年 2014（平成26）年 2016（平成28）年 2009～2016増減

業種

2009（平成21）年
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（２）土地利用状況 

① 用途地域別面積構成 

本市では都市計画区域として、4,654ha（68.9%）を定めており、市街化区域 2,220ha
（32.9%）、市街化調整区域 2,434ha（36.03%）となっている。 
また、用途地域のうち住居系が 77.2%、工業系が 20.1%、商業系が 2.9%を占めている。 
工業系は主に槇島地域、宇治樋ノ尻地域、大久保地域である。（図表５） 

 
 

 
（図表５）用途地域別面積の構成 

  資料：土地利用転換可能性調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種低層
住居専用地
域

第二種低
層住居専
用地域

第一種中
高層住居
専用地域

第二種中
高層住居
専用地域

第一種住
居地域

第二種住
居地域

準住居地
域

近隣商業
地域

商業地域
準工業地
域

工業地域

641 2 142 22 817 50 37 46 17 313 133 2,220

住居系 商業系 工業系

合　計
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（３）住宅 

① 空き家戸数及び空き家率の推移 

■ 空き家率 

平成 30 年の宇治市の空き家率は、10.1％で、京都府下 12.8％より低くなっている。 

順位 

空き家率（平成 30 年） 

高い順（％） 低い順（％） 

京都府 １２．８  

１ 宮津市 ２７．４ 京田辺市 ７．０ 

２ 綾部市 ２１．０ 精華町 ７．１ 

３ 東山区 １９．６ 木津川市 ８．１ 

４ 南丹市 １９．４ 城陽市 ８．８ 

５ 福知山市 １８．８ 向日市 ９．０ 

６ 舞鶴市 １７．６ 長岡京市 ９．５ 

７ 南区 １４．８ 八幡市 ９．７ 

８ 下京区 １４．８ 西京区 ９．８ 

９ 伏見区 １４．７ 中京区 １０．１ 

１０ 北区 １４．１ 宇治市 １０．１ 

出典：各年住宅・土地統計 より集計 

■ 空き家戸数及び空き家率の推移 
人口減少や高齢化の進展、住宅の老朽化、社会ニーズなどの変化により増加傾向にあ

る。 

 
出典：各年住宅・土地統計 
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② 住宅の建設時期 

 昭和５６年度以前の旧耐震基準建物が、全体の２７％を占めており、空き家予備群があ

る。 
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（４）産業 

  ① 産業別就業者数 

 ２０１５年の国勢調査による産業別就業者数は、８１，７６４人で、２０１０年の国勢調

査に比べると２，９２０人の減少となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：宇治市第５次総合計画第３期中期計画 

 

② 農業 

 本市の農業は、稲作を中心に、伝統的作物である茶の生産及び大都市近郊という条件を

活かした都市近郊型農業が行われています。農業就業者数をみると、高齢化や後継者不足

が進み２０１０年から２０１５年に２６．０％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：宇治市第５次総合計画第３期中期計画 
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  ③ 商業 

 ２０１６年の経済センサス活動調査によると、前回の２０１２の経済活動調査に比べて

事業所数は８．２％、従業者数は４．６％それぞれ減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

資料：宇治市第５次総合計画第３期中期計画 

 

④ 工業 

 事業所数、従業員数の推移はｐ23 の図表のとおり 

 

■ 工業系用途地域の比率について 

 全国、三大都市圏、京都府及び本市の工業系用途の比率を比較すると、本市は工業専用地

域がなく、工業系の比率も小さい。準工業地域は大きいが、黄檗自衛隊と大久保自衛隊が 
１／４を占めており、工業系として利用できる土地は少ない状態である。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

工業系用途地域の比率 
資料：土地利用転換可能性調査 
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■ 工業地域、準工業地域の土地利用状況 

平成２４年度の都市計画基礎調査のデータをもとに、土地利用状況の特性を分析すると、

工業地域では、槇島地域は比較的工場が多く存在するが、宇治樋ノ尻地域では大半がユニチ

カの工場で占めており、大久保地域では工場はあるものの商業施設や共同住宅の立地が目

立っている。 
準工業地域では、黄檗自衛隊と大久保自衛隊が１／４を占めており、その他の地域でも商

業施設や宅地開発が進み、商工混在や住工混在の地域となっている。すべての地域で土地使

用率は高く、新たな産業用地の確保は困難となっている。 
 
A 木幡、五ケ庄地域（木幡西中はパナソニック、五ケ庄西川原は住宅、黄檗自衛隊が占める） 

 
 

●凡例●

業務施設（事務所）

商業施設

軽工業施設

重工業施設

共同住宅

住宅

生産緑地
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B 槇島地域（比較的工場等の立地が進んでいるため、一団の新たな産業用地が少ない） 

 
C 宇治樋ノ尻地域（工業地域の大半がユニチカ、準工業地域には工場・住宅が混在） 
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D 伊勢田町浮面地域（京都府南部総合地方卸売市場、大半が住宅） 

 
E 大久保地域（大久保自衛隊があり、商業施設・共同住宅への転用が進む） 

 

工業系用途地域の土地利用状況 

資料：平成 24年度都市計画基礎調査 
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働く場における特性と課題 

■ 宇治市に常住する就業者のうち市内で従業する人口は４０．２％で過半数の就

業者は市外に就業していることから、ベッドタウン的を要素も大きい 

■ 工業系として利用できる土地は少ない状態であり、準工業地域では１/４を 

自衛隊が占めており、商業施設や宅地開発が進み、商工混在や住工混在の地域

が増えている。 

■ 新設、移転とも市内に新たな事業用地が少なく、市内企業が市外へ拡張、転出




